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l名称｜ （以下「乙Jとしづ。）は、総務省（以ド r4ニIJという。）に対し平成25年 3月2

SU 付け平成24年度「地域経世）~I~包括支媛クラウドモデル梢築串：業開発：t証J 委託契約につい

て、下記の通り昨日忍しますので、契約書第 30条第1項の規定に基づき開け什1ます。

バい
壬
円

1 乙は、 j也l域経営型包柄支底クラウドモデル構築市業開発実証に係る成果文はコンテンツを得

た場合には、遅滞なく、当該契約書の規定に基づいて、その旨を4-'に報告するc

2 乙は、 附が公共の利益のために特に必要があるとしてその理山をIYlらかにして求める場合に

は、無償で本事業の成果等.，こ係る知的財l主権を実施する権利を月二lに許諾するものとし、市は

乙の許諾を得ずに当該権利益と第三者に実施させることができる。

3 乙は、 ミ11該知的財政椛を＋lj当期間活用していないと認められ、かつ、~~真剣｜的財産権を1：目当

期間活用していないことについて正当な則由が認められない場合において、巾が当該t11的財

産権の祈川を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、

当該知的財産権を実施する権利を第二；者に許諾する。

4 己は、上記2に基づき Iflに利用する権利金許諾した場介には、 ljJの円滑な｛：保利の利用に｜品力

する。

5 L,（士、甲が上記3に基づき、当該知的財政権を十｜｜当期間活用していないことについて理向を

求めた場合には甲に協）Jするとともに、遅滞なく、即z山千円；を市に世間する，

以上


